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平成２８年度入札・契約制度の改正について（通知） 

 

本市では、公共工事が市民の貴重な税負担のもとに執行されていることから、これを市民の

理解と信頼を得て進めることが不可欠であると考え、「透明性の確保」、「公正な競争の促進」、

「工事の適正な施工の確保」を念頭に、入札・契約制度の改善に取り組んでいるところです。 

 本市におきましては建設業界の経済状況をかんがみて、平成２８年度の制度改正を次のとお

り行います。 

 

１ 電子入札の拡大 

平成２３年７月から電子入札を導入し、入札参加者の利便性が向上していることから、

平成２８年度は更に適用範囲を拡大します。 

なお、予定価格が２，５００万円以上６，０００万円未満の範囲内については、地区

割要件を継続します。 

（１）実施対象  

   予定価格が２，５００万円以上の建設工事（現行：６，０００万円以上） 

（２）実施時期 

 平成２８年７月以降の公告分から実施します。 

（３）その他  

  ア 電子入札の実施に当たり、「電子入札実施に伴う事業者説明会」の開催を予定し 

   ています。 

  イ 電子入札実施に関する各種情報は、和歌山市ホームページ等でお知らせしますの 

   でご覧ください。 

 

２ 建設工事に係る最低制限価格制度、低入札価格調査制度の見直し 

国や地方自治体では随時最低制限価格等の見直しを行っているところですが、本市も

地元市内業者の健全経営の支えとなるよう、最低制限価格及び調査基準価格の引き上げ

を行います。また、低入札価格調査の対象工事を予定価格６，０００万円以上から予定

価格１億円以上に改定します。 

（１）予定価格が１億円未満の建設工事 

ア 調査基準価格 

  設定しません。ただし、予定価格が１，０００万円以上１億円未満の工事におい 



 て最低制限価格（最低制限価格が変動する場合にはその上限値未満）で落札した場 

 合には補足資料の提出を求めます。 

イ 最低制限価格 

（ア）プラント工事 

機器費×０.８５ ＋ 直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９  

          ＋ 現場管理費×０.８ ＋ 一般管理費等×０.５５ 

の算出式により設定します。 

（イ）プラント工事以外の工事 

直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ ＋ 現場管理費×０.８ 

                      ＋ 一般管理費等×０.５５ 

の算出式により設定します。 

（２）予定価格が１億円以上の建設工事 

ア 調査基準価格 

（ア）プラント工事 

機器費×０.８５ ＋ 直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９  

          ＋ 現場管理費×０.８ ＋ 一般管理費等×０.５５ 

の算出式により設定します。 

（イ） プラント工事以外の工事 

直接工事費×０.９５ ＋ 共通仮設費×０.９ ＋ 現場管理費×０.８  

                      ＋ 一般管理費等×０.５５ 

イ 最低制限価格 

（ア）プラント工事 

機器費×０.８０ ＋ 直接工事費×０.９０ ＋ 共通仮設費×０.８５  

         ＋ 現場管理費×０. ７５ ＋ 一般管理費等×０.５５ 

の算出式により設定します。 

（イ） プラント工事以外の工事 

直接工事費×０.９０ ＋ 共通仮設費×０.８５ ＋ 現場管理費×０.７５  

                      ＋ 一般管理費等×０.５５ 

（３）実施時期 

 平成２８年４月以降の公告分から実施します。 

 

３ 主観点の見直し 

発注側の施策ニーズに対応できる業者となるよう、地元業者の育成・保護のため、受

注機会の拡大を目的とし、主観点の項目を見直します。 

（１）若年技術者の確保（新規） 

ア 最新の経営事項審査基準日における満３５歳未満の技術者の人数が全技術者の 

人数の１５％以上の場合に１０点の加算 



イ 最新の経営事項審査基準日から遡って１年以内に新たに技術者となった満３５ 

 歳未満の技術者の人数が審査基準日における全技術者の人数の１％以上の場合に 

 １０点の加算 

（２）女性技術者の確保（新規） 

ア 女性の技術者（有資格者）が確保されている場合に１０点の加算 

（３）地元雇用への取組（改正） 

ア 和歌山市民の雇用数が１０人以上又は雇用比率が８０％以上の場合の加点を現 

行２０点から３０点に引き上げ 

イ 雇用比率が５０％以上８０％未満の場合の加点を現行５点から１０点に引き上 

 げ 

（４）実施時期 

 平成２９・３０年度競争入札参加資格申請受付分から実施します。 

 

４ 入札参加基準表の改定 

現行の一般競争入札参加基準表を次のとおり見直します。 

（１）造園工事業（新規） 

   参加条件を市内業者については登録総合点数３００点以上、準市内業者については 

  登録総合点数７００点以上とし、原則、施工実績要件は求めないものとします。 

   【別紙基準表参照】 

（２）コンサルタント業務（下水道）（改正） 

   予定価格２，５００万円以上の大規模下水道設計に係る参加条件のうち技術者雇用 

  の要件を５名から３名へ緩和します。 

   【別紙基準表参照】 

（３）実施時期 

 平成２８年４月以降の公告分から実施します。 

 



万円 点

市　内 300 以上 造園工事

準市内 700 以上 造園一般建設業

施工実績要件 機材の確保等

造園 6,000 未満 市内全域 当該技術者2名以上の雇用 不問 無

業種
金　　　額 本店・営業所等

の地域要件

登録総合点数 登　録
許　可

技術者要件



コンサルタント業務（下水道）

万円 万円 資格 雇用／配置

下水道部門への本市登録

左項資格者の内
いずれか1名以上の雇用

下水道設計業務
の実績

国土交通省建設コンサルタ
ント下水道部門への登録

左項資格者の内
いずれか1名以上の配置

　公共業務、
元請・下請

市　内
準市内

市内全域

下水道部門への本市登録

左項資格者の内
いずれか2名以上の雇用

同種業務の実績

県　内
県　外

市内２地域

国土交通省建設コンサルタ
ント下水道部門への登録

左項資格者の内
いずれか1名以上の配置

　公共業務、
元請・下請

下水道部門への本市登録

左項資格者の内
いずれか３名以上の雇用

※1
同種業務の実績

国土交通省建設コンサルタ
ント下水道部門への登録

左項資格者の内
いずれか1名以上の配置

　公共業務、
元請・下請

ただし、地区要件は発注される地区との関係はありません。

※1　3名以上の雇用のうち、１名は技術士（上下水道、総合技術監理部門）またはRCCM（下水道部門）を必須とする。

市　内
準市内
県　内
県　外

市内全域

技術士
（上下水道、総合技術監理部門
の選択科目が下水道である者）
RCCM
（下水道部門）
国土交通省建設コンサルタン
ト登録による技術管理者
（下水道部門）

中規模
下水道設計

1,500 以上 2,500 未満

技術士
（上下水道、総合技術監理部門
の選択科目が下水道である者）
RCCM
（下水道部門）
国土交通省建設コンサルタン
ト登録による技術管理者
（下水道部門）

大規模
下水道設計

2,500 以上

施工実績要件

技術士
（上下水道、総合技術監理部門
の選択科目が下水道である者）
RCCM
（下水道部門）
国土交通省建設コンサルタン
ト登録による技術管理者
（下水道部門）

技術者要件

小規模
下水道設計

1,500 未満
市　内
準市内

市内全域

業　種
金　　　額

業者区分
本店・営業所等

の地域要件
登録


